
この制度は、納税者が「ふるさと」と思う地方公共団体に寄附をした場合、一定の額を上限に所得税と

個人住民税から控除される制度のことです。

・ 地方公共団体に対する寄附のうち、２，０００円を超える部分が「控除対象額」となり、「その年分の

所得税」と「翌年度分の個人住民税」から、一定の金額が軽減されます。

所得税にかかる部分…所得控除方式

① （寄附金－２，０００円）が所得から控除された後、所得税率を掛けて算出した税額

② ①の算出税額に０．０２１≪２．１％≫(※1)を掛けて算出した税額

※1　０．０２１≪２．１％は≫は、復興特別所得税率【平成２５年１月１日施行】

①＋②の合計額が控除されます。

個人住民税にかかる部分…税額控除方式

③ 基本控除

（寄附金－２，０００円）×１０％

④ 特例控除（翌年度の個人住民税所得割額の２割が限度）

（寄附金－２，０００円）×[９０％－所得税率×（１＋０．０２１(※1)）]

③＋④の合計額が控除されます。

※ 寄附金控除の対象となる寄附金額は、所得税については、総所得金額の４０％、個人住民税について

は、総所得金額の３０％が上限となります。なお、控除の対象となる寄附には、「ふるさと納税」以外

の寄附も含まれます。

給与収入７００万円で妻と子ども２人を扶養しているケース

（所得税の税率　１０％　　個人住民税所得割額　３００，０００円）

【ふるさと納税で３０，０００円を寄附した場合】

・ 所得税と個人住民税を合わせて２８，０００円が軽減され、最終的な自己負担額は２，０００円に

なります。

＊ ２，０００円は寄附をされる方の負担

となります。

＊ 寄附をされた年分の所得税と翌年度の

個人住民税を合わせて２８，０００円

が控除される。

(1) 所得税の税額軽減

① ２８，０００円×所得税率１０％＝２，８００円

② ２，８００円×復興特別所得税率２．１％＝５９円

①＋②＝２，８５９円

(2) 個人住民税の税額控除

③ 個人住民税の基本控除

２８，０００円×住民税率１０％＝２，８００円

④ 個人住民税の特例控除

２８，０００円×（９０％－所得税率１０％×（１＋０．０２１））＝２２，３４１円

① ② ③ ④

寄附金控除対象　２８，０００円

ふるさと納税制度の概要

○寄附金控除について

（１）

（２）

具体例

寄附金額　３０，０００円

控除対象外

２，０００円

（２）個人住民税の税額控除 ２５，１４１円（１）所得税の税額軽減

２，８５９円



[個人住民税所得割額の２割（３００，０００円×２０％＝６０，０００円）以下であるため、

２２，３４１円が控除される。]

③＋④＝２５，１４１円

〔ふるさと納税試算プログラム〕

このプログラムは、給与所得のみの方を対象として作成しています。このプログラムを利用すると地方公

共団体へ寄附を行った場合に税金から軽減できる金額等が試算できます。

なお、利用にあたっては、所得税の源泉徴収票と住民税の税額決定通知書をご準備いただき、ダウンロー

ドしたプログラムのシート「記入方法」をご覧ください。

＜ふるさと納税 試算プログラム（エクセル形式）ダウンロード＞

【ご注意】

※ 入力した源泉徴収票の年の所得と、寄附をした年の所得が変動している場合は、税金の軽減額が計算

結果と異なりますので、目安としてご活用ください。

①確定申告により寄附金控除を受ける場合

②ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用により寄附金控除を受ける場合
 《ふるさと納税ワンストップ特例制度》はこちら（ＰＤＦ）をご覧ください。

○寄附金控除を受けるためには

http://www.city.gose.nara.jp/img/furusato/onestop.pdf
http://www.city.gose.nara.jp/img/furusato/shisan.xls



